
　

75
歳
未
満
の
国
民
健
康
保
険
の
人

と
、
75
歳
以
上
（
一
定
の
障
が
い
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
た
65
歳
以
上
の
人

を
含
む
）
の
後
期
高
齢
者
医
療
の
人

を
対
象
に
、
は
り
・
き
ゅ
う
利
用
券

の
交
付
を
行
い
ま
す
。

　

利
用
券
の
交
付
を
受
け
る
際
は
、

健
康
推
進
課
国
保
・
医
療
給
付
係
ま

た
は
各
総
合
支
所
民
生
課
窓
口
で
手

続
き
が
必
要
で
す
。

●
75
歳
未
満
の
国
民
健
康
保
険
の
人

•
対
象
者

　

国
民
健
康
保
険
税
の
未
納
が
な
い

人
•
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

国
民
健
康
保
険
証
、
印
鑑

※
一
世
帯
に
対
し
、
年
間
40
枚
が

交
付
さ
れ
ま
す
（
必
要
が
あ
る
場

合
は
20
枚
ま
で
追
加
交
付
で
き
ま

す
）。

●
75
歳
以
上
（
一
定
の
障
害
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
た
65
歳
以
上
の
人
を
含

む
）
の
後
期
高
齢
者
医
療
の
人

•
対
象
者

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
未
納

が
な
い
人

•
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
、

印
鑑

※
一
人
に
対
し
、
年
間
30
枚
が
交
付

さ
れ
ま
す
。

　

指
定
を
受
け
た
は
り
・
き
ゅ
う
院

で
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

健
康
推
進
課
国

保
・
医
療
給
付
係
、
各
総
合
支
所　

民
生
課

　

平
成
20
年
４
月
施
術
分
か
ら
、
保

険
適
用
分
の
柔
道
整
復
師
、
は
り
師
、

き
ゅ
う
師
、
あ
ん
摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
・

指
圧
師
の
施
術
に
か
か
る
療
養
費
が
、

新
た
に
助
成
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

申
請
方
法　

施
術
所
か
ら
の
必
要
事

項
の
記
入
が
あ
る
領
収
書
を
持
参
い

た
だ
く
か
、
助
成
申
請
書
に
証
明
を

受
け
、
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

助
成
額　

一
施
術
所
の
１
カ
月
分
の

一
部
負
担
金
か
ら
１
、０
２
０
円
を

差
し
引
い
た
額
。

問
い
合
わ
せ
先　

健
康
推
進
課
国

保
・
医
療
給
付
係
、
各
総
合
支
所
民

生
課

　
「
電
話
お
願
い
手
帳
」
と
は
、
耳

や
言
葉
の
不
自
由
な
人
が
、
外
出
先

で
電
話
を
か
け
た
い
と
き
に
、
用
件

や
連
絡
先
を
書
い
て
「
私
の
代
わ
り

に
電
話
を
し
て
く
だ
さ
い
」
と
お
願

い
す
る
と
き
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
手
段
と
し
て
利
用
し
て
い
た
だ
く

も
の
で
す
。

　

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
の
社
会
貢
献
活
動

の
一
環
と
し
て
、
菊
池
市
に
「
電
話

お
願
い
手
帳
」
２
１
０
部
が
贈
呈
さ

れ
ま
し
た
。

　

こ
の
手
帳
は
、
菊
池
市
役
所
福
祉

課
窓
口
、
各
総
合
支
所
民
生
課
窓
口

に
て
配
布
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

福
祉
課
障
害
福
祉
係

●
す
く
す
く
ク
ラ
ブ

　

児
童
セ
ン
タ
ー
で
は
、
保
育
園
・

幼
稚
園
に
行
っ
て
い
な
い
未
就
園
児

を
お
持
ち
の
親
子
を
対
象
に
、
絵
本

の
読
み
聞
か
せ
や
人
形
劇
、
手
遊
び
、

お
も
ち
ゃ
作
り
な
ど
の
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。
一
度
、
遊
び
に
来
て
み

ま
せ
ん
か
？

と　

き　

毎
週
火
曜
日
（
予
定
）

と
こ
ろ　

菊
池
市
西
部
市
民
セ
ン

タ
ー
２
階

※
月
に
よ
っ
て
は
変
更
が
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
細
は
毎
月
の
広
報
紙
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
活
動
日
意
外
で
も
自
由
に
利
用
で

き
ま
す
。
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

菊
池
市
児
童
セ
ン

タ
ー　

☎
（
24
）
３
４
７
２

　月：大人のニキビ

　火：中年期のうつ病

　水：糖尿病と抜歯

　木：歯科治療、
　　　保険と保険外の違い

　金：夜、眠れない方へ

土日：加齢による膝関節の
　　　痛みを予防するには？

 4月の　　　　　健康情報
☎096（385）3300 （24時間）

モシモシモシモシモシモシ

は
り
・
き
ゅ
う
施
術
利
用
の

皆
さ
ん
へ

重
度
心
身
障
が
い
者

医
療
費
受
給
資
格
者
の

皆
さ
ん
へ

N
T
T
西
日
本
よ
り「
電

話
お
願
い
手
帳
」が
贈
呈

さ
れ
ま
し
た

児
童
セ
ン
タ
ー
に
遊
び
に

来
ま
せ
ん
か
？

と　き　4月 20日（日）
　　　　午前 9時 30分開場
ところ　菊池養生園診療所
テーマ　「いのち・心・からだ」
内　容　講演会（午前 10時開
演・講師 : 安保徹氏（新潟大学大学院教授）・演題 : 病
気にならない生き方革命）、養生市、健康展、特別企画
～インド舞踊「月の舞オリッシー」～ほか
問い合わせ先　菊池養生園　☎（38）2820

　平成 19年 9月末時点で国民健康保険に加
入し、特別徴収に該当する皆さんへ平成 20
年度分の後期高齢者医療保険料仮徴収額決定
通知を含む、後期高齢者医療保険料納入通知
書兼特別徴収開始通知書を送付します。
　後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者
一人ひとりに負担していただきます。原則と
して年金からの差し引き（特別徴収）ですが、
年金が年額 18万円未満の人や後期高齢者医
療保険料と介護保険料との合計が年金額の 2
分の 1を超える人は、個別に市町村の窓口
に納める（普通徴収）ことになります。
　今回の通知対象以外の普通徴収の人には、
口座振替の申込書を送付しますので、今後の
「特別徴収」「普通徴収」の納付方法に関わら
ず、申込書の提出をお願いします。
問い合わせ先　
健康推進課国保・医療給付係、各総合支所民
生課
または　熊本県後期高齢者医療広域連合
☎ 096（368）6511

「特別徴収」対象
の 皆 さ ん に
通知書を送ります

後期高齢者医療

2008年養生園祭

　

人
間
ド
ッ
ク
助
成
事
業
の
受
け
付

け
を
始
め
ま
す
。
助
成
を
受
け
ら
れ

る
人
は
次
の
と
お
り
で
す
。

•
申
請
時
に
お
い
て
国
保
加
入
期
間

が
３
カ
月
以
上
の
人

•
受
診
時
に
お
い
て
満
年
齢
が
30
歳

か
ら
69
歳
ま
で
の
人

•
国
民
健
康
保
険
税
完
納
世
帯

•
受
診
結
果
を
保
健
事
業
に
活
用
さ

せ
て
い
た
だ
け
る
人

受
付
期
間　

４
月
１
日
（
火
）

〜
９
月
30
日
（
火
）

受
診
期
間　

10
月
30
日
（
木
）
ま
で

申
し
込
み
方
法　

市
役
所
本
庁
、
各

総
合
支
所
で
受
け
付
け
ま
す
の
で
、

保
険
証
と
印
鑑
を
持
参
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
推
進
課
国
保
・
医
療
給
付
係
、

各
総
合
支
所
民
生
課

　

健
康
推
進
課
か
ら
次
に
該
当
す
る

人
に
、
新
し
い
保
険
証
を
お
送
り
し

ま
し
た
。

国
民
健
康
保
険
証

①
65
歳
以
上
の
退
職
者
医
療
制
度
の

被
保
険
者
本
人
ま
た
は
そ
の
被
扶

養
者

②
70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
前
期
高
齢

者
で
１
割
負
担
の
人
（
現
役
並
み

所
得
者
「
３
割
負
担
」
除
く
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
証

①
75
歳
以
上
の
高
齢
者
ま
た
は
65
歳

以
上
で
一
定
以
上
の
障
が
い
を
お

持
ち
で
、
認
定
を
受
け
て
い
る
人

　

前
記
に
該
当
す
る
人
に
、
３
月
中

旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
新
し
い
保
険

証
を
「
配
達
記
録
」
と
い
う
方
法
で

お
送
り
し
ま
し
た
。
ま
だ
受
け
取
っ

て
い
な
い
人
は
、
菊
池
市
役
所
健
康

推
進
課
、
各
総
合
支
所
民
生
課
で
お

預
か
り
し
て
い
ま
す
の
で
、
身
分
証

明
書
と
印
鑑
を
お
持
ち
の
上
、
受
け

取
り
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

健
康
推
進
課
国
保
・
医
療
給
付
係
、

各
総
合
支
所　

民
生
課

国
保
の
学
生
用
保
険
証
（
マ
ル
学
保

険
証
）
の
交
付

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
中
の
人
が

就
学
の
た
め
に
親
元
を
離
れ
る
（
市

外
へ
住
民
票
を
移
す
）
場
合
は
、
菊

池
市
の
保
険
証
の
交
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

希
望
の
人
は
、
次
の
も
の
を
お
持

ち
の
上
、
各
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
国
民
健
康
保
険
証
▼
印
鑑
▼
在
学

証
明
書
ま
た
は
学
生
証

就
職
な
ど
に
よ
り
社
会
保
険
（
厚
生

年
金
）
に
加
入
し
た
皆
さ
ん
へ　

　

国
保
に
加
入
中
の
人
が
社
会
保
険

に
加
入
し
た
場
合
に
は
、
国
保
の
保

険
証
を
返
却
し
、
そ
の
資
格
を
喪
失

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
併
せ
て
厚
生
年
金
へ
加
入

し
た
人
は
、
そ
の
資
格
手
続
き
も
必

要
に
な
り
ま
す
。

　

手
続
き
に
は
、
次
の
も
の
を
お
持

ち
の
上
、
各
窓
口
に
て
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
国
民
健
康
保
険
証
▼
社
会
保
険
証

▼
年
金
手
帳
▼
印
鑑

問
い
合
わ
せ
・
申
請
先　

健
康
推
進

課
国
保
・
医
療
給
付
係
、
各
総
合
支

所
民
生
課

おしらせ
INFORMATION

おしらせ
INFORMATION

おしらせ
INFORMATION

と　き　4月 20日（日）
午前 9時 30分～午後 2時
ところ　
菊池養生園（養生園祭会場内）
内　容　400ml 献血
　現在、400ml 献血の需要が
大変大きくなっています。ま
た、薬を飲んでいる人でも、献
血をお願いできる場合もありま

す。皆さんの温かいご協力をお
願いします。
　献血の安全性向上のため、運
転免許証などの身分証明証によ
る本人確認をお願いしています。
また、献血カードを持っている
人は、一緒に持参してください。
問い合わせ先　
健康推進課健康推進係

献血のご協力をお願いします

平
成
20
年
度
「
菊
池
市
国

民
健
康
保
険
人
間
ド
ッ
ク
」

の
受
け
付
け

新
し
い
保
険
証
を
お
送
り

し
ま
し
た（
該
当
者
の
み
）

国
保
の
学
生
用
保
険
証
の
交

付
／
国
保
喪
失
の
手
続
き

　昨年 10月から、本庁と泗水総合支所では、
ご用の課局などへ直接電話をかけることができ
るようになりました。
　4月 1日（火）からはこれが本格運用になり、
本庁代表電話「（25）1111」は、庁内のテー
プ案内のみになります。3月 13日に区長文書
などで配布している「菊池市役所でんわ帳」を
ご利用ください。七城・旭志総合支所へは、こ
れまでどおりの代表電話におかけください。

●本　庁→直通電話へ
※どうしてもご用の課局などの電話番号が分か
らない場合は、総務課「（25）7111」へお
かけください。
※土曜・日曜・祝祭日・年末年始・夜間は、「（25）
7111」または「（25）1111」にかけること
ができます。
●七城総合支所→代表電話「（25）1000」へ
●旭志総合支所→代表電話「（37）3111」へ
●泗水総合支所→直通電話へ
※どうしてもご用の課などの電話番号が分から
ない場合は、代表電話「（38）2111」へお
かけください。

問い合わせ先　総務課総務係

市役所本庁・
泗水総合支所
へのご用は、
直通電話に
おかけください
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